社会福祉法人三豊市社会福祉協議会
[bookmark: _Hlk210210374]福祉バス廃止に伴うバス借上助成金交付要綱

（目的）
第1条　この要綱は、三豊市社会福祉協議会（以下「社協」という。）の福祉バス廃止に伴う措置として３年を限度とし、借上バスの費用の一部を助成することにより、必要な事項を定めるものとする。
（用語の定義）
第２条　この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。
（１）バス借上助成金の交付対象団体が視察、研修、その他の活動のために借り上げるバス（道路運送法（昭和２６年法律第１８３号）第３条第１号ロに規定する一般貸切旅客自動車）をいう。

（利用対象者）
第３条　利用対象者は、その利用目的が営利を求めず、かつ公共の福祉に寄与するものであるとともに、次のいずれかの要件を満たす組織団体を対象とし、別表の定めるとおりとする。
（１）三豊市に所在する福祉関係組織団体で、社協に登録している団体
（２）その他会長が必要と認める団体

 （助成金の交付対象事業）
第４条　助成金の交付対象事業は、前条各号に掲げる団体が借上バスを使用して行う次の各号のいずれかに該当するものとし、県外への利用も可とする。
（１）社会福祉に関する視察、研修
（２）社会福祉等に関するボランティア活動
（３）登録団体の県の総会、大会等への参加
（４）その他会長が特に必要と認める事業

（助成金の交付回数）
第５条　助成金の交付回数は、１団体につき１年度あたり１回とする。
（１）助成総額に達した場合、年度期間中であっても募集を締め切る。

（助成対象経費）
第６条　助成の対象となる経費は、バス借上げに係る次に掲げる費用とする。
（１）バス借上費（高速道路等の通行料、駐車場の使用料及び運転手等の食事代、宿泊代その他の付帯費用は除く。）

（助成金の額）
第７条　助成金の限度額は、助成対象経費の２分の１以内、かつ４０，０００円を上限とする。
２　前項の規定により算出した額に１００円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。

（助成金の交付申請）
第８条　助成金の交付を受けようとする団体は、事業実施日の３か月前から事業実施日の２週間前までに助成金交付申請書（第１号様式）に、バス借上見積書及び参加者名簿（第２号様式）を添えて会長に提出しなければならない。

（助成金の交付決定）
第９条　会長は、助成金の交付の申請があったときは、申請書及び添付書類を審査し、助成金を交付すべきものと認めたときは、助成金交付決定通知書（第３号様式）により、申請者に通知するものとする。

（助成金の変更）
第１０条　申請者は、助成金の交付決定後、助成金の額に変更が生じた場合及び助成事業を中止する場合は、速やかに助成金交付変更申請書（第４号様式）に必要書類を添えて会長に提出しなければならない。

（助成金の交付決定の変更）
第１１条　会長は前条の助成金交付変更の承認申請があったときは、申請書及び添付書類を審査し、助成金の額に変更が生じるときは、助成金交付決定変更通知書（第５号様式）により、申請者に通知するものとする。

（助成金の交付請求）
第１２条　助成金の交付決定を受けた申請者若しくは助成金の交付決定の変更を受けた申請者は助成対象事業を完了した日から１か月以内に助成金交付請求書（第６号様式）にバス借上料の請求書または領収書（写）を添えて会長に提出しなければならない。
（助成金の返還）
第１３条　会長は、申請者が虚偽その他不正の手段により助成金の交付を受けた場合、既に交付した助成金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

附則
この要綱は、令和８年１月１日から施行する。






























第３条関係別表
助成金利用対象団体一覧
　この助成金の利用者は、その利用目的が営利を求めず、かつ公共の福祉に寄与するものであるとともに、次のいずれかの要件を満たす組織団体を対象とする。
	　　要　　　　件
	　　　　関　　係　　団　　体
	　　申 請 者

	

三豊市に所在する福祉関係組織団体
	1.三豊市老人クラブ連合会
2.各町老人クラブ連合会
3.三豊市内地区社会福祉協議会
4.三豊市内サロン団体
5.三豊市保護司会
6.三豊市更生保護女性会
7.社協の趣旨に賛同して、社協に登録・活動に参加しているボランティア団体
	
※会長等各団体の代表者名とする。




